
 

議案第２０号  

 

 

   調布市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和  ６  年  ２  月２７日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 介護認定審査会委員の定数及び保険料率を改めるとともに所要の改正を行

うため，提案するものであります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市介護保険条例（平成１２年調布市条例第９号）の一部を次のように

改正する。  

 

 

第５条第１項中「６０人」を「９０人」に改める。  

第８条各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年

度から令和８年度」に改め，同条第１号中「３万５，４００円」を  

「３万２，２１４円」に改め，同条第３号中「５万３，１００円」を  

「４万８，８５２円」に改める。  

 第１３条に次の１項を加える。  

３  市長は，保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったこ

とについてやむを得ない理由があると認めたときは，第１項に規定する延

滞金額を減額し，又は免除することができる。  

 第１５条第２項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。  

  ただし，市長が特別の事情があると認めたときは，この限りでない。  

附則第８条の６の次に次の１条を加える。  

（令和６年度から令和８年度までにおける保険料率の特例）  

第８条の７  令和６年度から令和８年度までにおいて第８条の規定を適用す

る場合においては，同条第１号中「３万２，２１４円」とあるのは  

「２万１７８円」と，同条第２号中「４万４，２５０円」とあるのは  

「３万４，３３８円」と，同条第３号中「４万８，８５２円」とあるのは

「４万８，４９８円」とする。  

附則第１０条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「令和５年度」を

「令和８年度」に改める。  



 

   附  則  

１  この条例は，令和６年４月１日から施行する。  

２  この条例による改正後の調布市介護保険条例第８条の規定は，令和６年

度以後の年度分の保険料率に係るものについて適用し，同年度前の年度分

の保険料率に係るものについては，なお従前の例による。  


